
【表紙】
 
【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年２月12日

【四半期会計期間】 第95期第３四半期（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

【会社名】 岩崎電気株式会社

【英訳名】 IWASAKI ELECTRIC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　熊坂　隆雄

【本店の所在の場所】 東京都港区芝三丁目12番４号

【電話番号】 ０３(３４５２)５３５１(大代表)

【事務連絡者氏名】 財務部長　　齋藤　洋

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝三丁目12番４号

【電話番号】 ０３(３４５２)５３５１(大代表)

【事務連絡者氏名】 財務部長　　齋藤　洋

【縦覧に供する場所】 岩崎電気株式会社大阪支店

（大阪市北区中崎２丁目４番25号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

岩崎電気株式会社(E01886)

四半期報告書

 1/26



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第94期
第３四半期
連結累計期間

第95期
第３四半期
連結累計期間

第94期
第３四半期
連結会計期間

第95期
第３四半期
連結会計期間

第94期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 44,227 33,060 14,065 11,512 64,203

経常損失（△）（百万円） △1,510 △2,326     △421      △379 △650

四半期（当期）純損失（△）（百

万円）
△1,593 △6,195 △372 △4,052 △2,397

純資産額（百万円） － － 28,566 20,759 26,946

総資産額（百万円） － － 70,626 62,889 69,190

１株当たり純資産額（円） － － 362.16 259.51 340.35

１株当たり四半期（当期）純損

失金額（△）（円）
△21.47 △83.49 △5.02 △54.62 △32.30

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 38.1 30.6 36.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,022 △786 － － 160

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,486 1,541 － － △1,938

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
229 498 － － △77

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 7,879 11,445 10,122

従業員数 (人) － － 2,485 2,383 2,467

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

　２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第94期第３四半期連結累計期間、第95期

第３四半期連結累計期間、第94期第３四半期連結会計期間、第95期第３四半期連結会計期間及び第94期は１

株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していない。 
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。

 

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。　

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 2,383(251)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載してい

る。

(2）提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 1,208(169)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載している。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）　

照明部門 5,602 77.4

光応用部門 4,082 68.7

その他部門 － －

合計 9,684 73.4

　（注）１．金額は販売価格によっている。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。

(2）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は見込み生産を行っているため、該当事項はない。

(3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）　

照明部門 7,692 90.0

光応用部門 3,763 70.3

その他部門 56 34.2

合計 11,512 81.9

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれていない。

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクのうち、知的財産に関するリスクについては、ドイ

ツでの係争が平成21年10月29日（米国時間）に和解金639百万円で和解し、米国での係争も平成22年１月７日（米

国時間）に和解金3,502百万円で和解したことにより、その手続の完了をもって全て終結する。

  なお、知的財産を除くその他のリスクについても同様に重要な変更はない。

　　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　(1)　業績の状況

　当第３四半期連結会計期間のわが国経済は、一部に景気の持ち直しの兆しがあるものの、企業収益は依然厳しい

状況にあり、景気の先行き不透明感などを背景に設備投資も低調に推移いたしました。

　このような状況の下で、当社グループは現状の経済環境の中でも利益を出せる体制作りのため、総経費削減、人

員体制の見直し、製造拠点の統廃合、本社売却等に取り組んでまいりました。

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高11,512百万円（前年同期は14,065百万円で18.1%の

減少）、営業損失284百万円（前年同期は202百万円で81百万円の悪化）、経常損失379百万円（前年同期は421百

万円で42百万円の改善）となりました。また、フィリップス社との特許裁判において、第２四半期連結会計期間で

のドイツ訴訟の和解に続き、当第３四半期連結会計期間で米国訴訟も和解し、訴訟和解金3,502百万円および訴訟

関連損失61百万円等を特別損失に計上した結果、四半期純損失は4,052百万円（前年同期は372百万円で3,680百

万円の悪化）となりました。

　なお、当該特許裁判は、今回の和解およびその手続の完了をもって全て終結いたします。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

＜照明部門＞

　照明部門では、道路・トンネル等の官公需関連の売上が堅調に推移したものの、工場・商業施設及びランプ

メンテナンスを中心とした民需関連の落ち込みを補いきれず、売上高7,692百万円（前年同期は8,548百万円

で10.0%の減少）、営業利益62百万円（前年同期は営業損失74百万円で136百万円の改善）となりました。

＜光応用部門＞

　光応用部門では、半導体関連を中心に回復の兆しがあり、引き合い等は増えておりますが、売上高3,763百万

円（前年同期は5,350百万円で29.7%の減少）、営業利益135百万円（前年同期は244百万円で44.5%の減少）と

なりました。

＜その他部門＞

　その他部門では、売上高56百万円（前年同期は165百万円で65.8%の減少）、営業損失38百万円（前年同期は

営業利益５百万円で44百万円の悪化）となりました。

　なお、当社グループの売上・利益は連結会計年度末に集中する季節的傾向があり、各四半期の売上高及び利益は

通期実績の水準に比べ乖離が大きくなっております。

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。

①日本

　売上高は10,586百万円（前年同期は12,941百万円で18.2%の減少）、営業利益64百万円（前年同期は87百万

円で25.8%の減少）となりました。

②北米　

　売上高は1,008百万円（前年同期は1,204百万円で16.3%の減少）、営業利益98百万円（前年同期は74百万円

で32.9%の増加）となりました。

③アジア　　　　　　

　売上高は194百万円（前年同期は257百万円で24.6%の減少）、営業利益９百万円（前年同期は10百万円で

9.8%の減少）となりました。

④ヨーロッパ

　売上高は18百万円（前年同期は23百万円で19.6%の減少）、営業損失１百万円（前年同期は営業利益１百万

円で３百万円の悪化）となりました。

　

(2)　キャッシュ・フローの状況   

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は62,889百万円となり、第２四半期連結会計期間末と比べ3,171百万円の

増加となりました。負債の部は42,129百万円となり、第２四半期連結会計期間末と比べ7,564百万円の増加となり

ました。純資産の部は20,759百万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末に比べ2,363百万円増加

し、11,445百万円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

　当第３四半期連結会計期間において営業活動の結果増加した資金は57百万円となりました。主な増加要因

は、仕入債務の増加1,454百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加625百万円、たな卸資産の増加913百

万円によるものです。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

　当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果減少した資金は154百万円となりました。主な減少要因
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は有形固定資産の取得による支出131百万円によるものです。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

　当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果増加した資金は2,476百万円となりました。主な増加要

因は長期借入れによる収入5,592百万円（純額）、短期借入れによる収入808百万円（純額）であり、主な減少

要因は社債の償還による支出3,900百万円によるものです。

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。　　　　　　　　　　　　　

(4)　研究開発活動

　　　当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費の支出額は107百万円である。

　　　なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

  当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 239,000,000

計 239,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年2月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 78,219,507 同左　
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数1,000株

計 78,219,507 同左　 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はない。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はない。　

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成21年10月１日～

平成21年12月31日
－ 78,219,507－ 8,640 － 6,085

 

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成21年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしている。

 

 

①【発行済株式】

 平成21年12月31日現在
区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式    4,032,000

　　
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 73,775,000　 73,774 －

単元未満株式 普通株式    　412,507　 － －

発行済株式総数 78,219,507 － －

総株主の議決権 － 73,774 －

　（注）上記「完全議決権株式（その他）」の「株式数（株）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000

株含まれているが「議決権の数」の欄には同機構名義の議決権１個は含まれていない。

②【自己株式等】

 平成21年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
　自己名義
　所有株式数　　
　（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

岩崎電気㈱
東京都港区芝３丁目12

番４号
3,819,000 － 3,819,000 4.88

テイトデンキ㈱
東京都港区芝大門２丁

目１番16号
213,000 － 213,000 0.27

計 － 4,032,000 － 4,032,000 5.15

　（注）このほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の数１個）あ

る。なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含めている。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 200 220 241 236 228 218 180 167 175

最低（円） 155 167 199 183 206 171 155 121 133

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成している。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けている。 
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,297 11,023

受取手形及び売掛金 11,929 17,134

商品及び製品 5,400 5,465

仕掛品 1,741 1,669

原材料及び貯蔵品 3,714 3,281

その他 1,687 1,901

貸倒引当金 △177 △134

流動資産合計 36,593 40,341

固定資産

有形固定資産

土地 10,615 12,190

その他（純額） ※1
 7,827

※1
 8,725

有形固定資産合計 18,442 20,915

無形固定資産 745 827

投資その他の資産 ※2
 7,106

※2
 7,104

固定資産合計 26,294 28,848

繰延資産 0 0

資産合計 62,889 69,190

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,920 13,367

短期借入金 2,016 3,066

1年内返済予定の長期借入金 930 146

1年内償還予定の社債 － 3,900

未払法人税等 51 139

賞与引当金 100 430

その他の引当金 － 5

その他 6,550 2,252

流動負債合計 18,569 23,308

固定負債

長期借入金 8,052 3,275

退職給付引当金 10,161 9,870

その他の引当金 243 246

負ののれん 355 476

その他 4,747 5,067

固定負債合計 23,560 18,936

負債合計 42,129 42,244
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,640 8,640

資本剰余金 6,174 6,174

利益剰余金 3,704 9,417

自己株式 △938 △936

株主資本合計 17,582 23,296

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 309 292

土地再評価差額金 2,593 3,076

為替換算調整勘定 △1,229 △1,408

評価・換算差額等合計 1,673 1,960

少数株主持分 1,503 1,689

純資産合計 20,759 26,946

負債純資産合計 62,889 69,190
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 44,227 33,060

売上原価 33,444 24,720

売上総利益 10,782 8,339

販売費及び一般管理費 ※
 12,017

※
 10,494

営業損失（△） △1,234 △2,154

営業外収益

受取利息 39 12

受取配当金 77 54

負ののれん償却額 150 162

持分法による投資利益 42 －

その他 87 121

営業外収益合計 397 351

営業外費用

支払利息 153 182

持分法による投資損失 － 14

退職給付会計基準変更時差異の処理額 235 234

為替差損 258 49

その他 27 42

営業外費用合計 674 522

経常損失（△） △1,510 △2,326

特別利益

固定資産売却益 2 328

投資有価証券売却益 6 0

役員賞与引当金戻入益 5 －

その他 1 9

特別利益合計 14 337

特別損失

固定資産除売却損 31 44

損害賠償金 291 －

訴訟関連損失 308 275

訴訟和解金 － 4,142

その他 100 117

特別損失合計 732 4,580

税金等調整前四半期純損失（△） △2,228 △6,568

法人税等 △629 △332

少数株主損失（△） △6 △40

四半期純損失（△） △1,593 △6,195
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 14,065 11,512

売上原価 10,446 8,389

売上総利益 3,618 3,122

販売費及び一般管理費 ※
 3,820

※
 3,407

営業損失（△） △202 △284

営業外収益

受取利息 7 1

受取配当金 24 15

負ののれん償却額 66 56

持分法による投資利益 1 －

その他 11 29

営業外収益合計 112 103

営業外費用

支払利息 53 75

持分法による投資損失 － 5

退職給付会計基準変更時差異の処理額 78 78

為替差損 194 19

その他 5 19

営業外費用合計 331 198

経常損失（△） △421 △379

特別利益

固定資産売却益 1 －

投資有価証券売却益 6 0

その他 0 －

特別利益合計 7 0

特別損失

固定資産除売却損 1 12

投資有価証券評価損 99 7

訴訟関連損失 43 61

訴訟和解金 － 3,502

その他 － 5

特別損失合計 144 3,589

税金等調整前四半期純損失（△） △558 △3,969

法人税等 △184 97

少数株主損失（△） △1 △14

四半期純損失（△） △372 △4,052
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △2,228 △6,568

減価償却費 1,511 1,444

負ののれん償却額 △150 △162

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 42

受取利息及び受取配当金 △116 △66

支払利息 164 190

為替差損益（△は益） 26 △22

持分法による投資損益（△は益） △42 14

有形固定資産除売却損益（△は益） 29 △283

損害賠償損失 291 －

訴訟和解金 － 4,142

売上債権の増減額（△は増加） 4,398 5,197

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,036 △449

仕入債務の増減額（△は減少） △3,456 △4,444

その他 △682 494

小計 △2,280 △474

利息及び配当金の受取額 138 75

利息の支払額 △200 △198

損害賠償金の支払額 △291 －

法人税等の支払額 △388 △189

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,022 △786

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,360 △509

有形固定資産の売却による収入 40 2,057

投資有価証券の取得による支出 △56 △6

投資有価証券の売却による収入 9 0

貸付けによる支出 △120 △30

貸付金の回収による収入 111 24

その他 △110 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,486 1,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 7,143 3,640

短期借入金の返済による支出 △6,494 △4,689

長期借入れによる収入 2,561 5,700

長期借入金の返済による支出 △2,387 △138

社債の償還による支出 － △3,900

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △372 －

少数株主への配当金の支払額 △210 △3

その他 △7 △107

財務活動によるキャッシュ・フロー 229 498

現金及び現金同等物に係る換算差額 △177 70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,456 1,323

現金及び現金同等物の期首残高 12,336 10,122

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 7,879

※
 11,445
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 （1）連結の範囲の変更

当第３四半期連結会計期間において、㈱ヤマトは平成21年11月20日に清

算したため、㈱ライトフォースは平成21年10月１日付で連結子会社である

㈱ライトキューブと合併したため、連結の範囲から除いている。

また、当第３四半期連結会計期間において、大成電機工業㈱は提出会社の

照明機器製造の一部と㈱アイシン及び同社の事業を提出会社の茨城製作所

に移転・移管・集約し、㈱つくばイワサキと改称している。　

 （2）変更後の連結子会社の数

　　27社 

２．会計処理基準に関する事項の変更 　完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用し

ていたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より

適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進

捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を

適用している。

　　これによる、損益に与える影響はない。

 

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

棚卸資産の評価方法　 　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定す

る方法によっている。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものにつ

いてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっている。　

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

税金費用の計算   税金費用については、原則として、当第３四半期連結会計期間を含む連結会

計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算

している。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示している。
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

（退職給付引当金）　

　当社及び一部の国内連結子会社は、平成21年11月１日より適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行してい

る。

　本移行に伴う影響額は、軽微である。

　

（訴訟の解決）

フィリップス社との特許裁判は、ドイツでの係争が平成21年10月29日（米国時間）に和解金639百万円で和解し、米国

との係争も平成22年１月７日（米国時間）に和解金3,502百万円で和解している。当該特許裁判は、今回の和解およびそ

の手続の完了をもって全て終結する。

　なお、これにより当第３四半期連結累計期間において、特別損失に訴訟和解金4,142百万円を計上している。

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 30,942百万円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 30,476百万円

※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 288百万円

※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 291百万円

　３．　　　　　　　────── 　３．偶発債務

      当社は、米国フィリップス社とのプロジェクター用

ランプに関する米国特許裁判（提起日：平成15年１月

８日）において、平成21年１月30日（現地時間）、

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で、当社製品が

米国フィリップス社の米国特許を侵害しているとの判

決が下され、総額約6,104万ドル（判決前利息込み）の

損害賠償を認定された。なお、当社の顧客が当該米国特

許を侵害する製品を米国内で販売するにつき、当社が

当社の顧客に対して特許侵害に関する損失補償を与え

ることにより同特許の侵害を積極的に誘引することを

禁止する等の差止命令については、米国フィリップス

社との合意により無効となり、判決において差止命令

は出されなかった。

      当該判決に対し、当社は判決を不服として直ちに上

訴し、係争を継続するとともに、フィリップス社との交

渉を今後も継続する予定である。

　　　なお、当社は認定された賠償額（判決前利息込み）に二

審判決までの利息相当概算額を加えた約6,350万ドル

相当の銀行保証を得て、裁判所にボンドを差入れ上訴

手続を進めている。
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりである。

給料手当 4,258百万円

賞与引当金繰入額 473 

退職給付費用 497 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりである。

給料手当 3,892百万円

賞与引当金繰入額 63 

退職給付費用 543 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりである。

給料手当 1,364百万円

賞与引当金繰入額 18 

退職給付費用 166 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりである。

給料手当 1,231百万円

賞与引当金繰入額 63 

退職給付費用 194 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 8,731

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △851

現金及び現金同等物 7,879

 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 12,297

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △851

現金及び現金同等物 11,445

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  78,219,507株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  4,019,847株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はない。　

４．配当に関する事項

 該当事項はない。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 
照明部門
（百万円）

光応用部門
（百万円）

その他部門
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 8,548 5,350 165 14,065 － 14,065

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 8,548 5,350 165 14,065 － 14,065

 営業利益　(△は営業損失) △74 244 5 176 △379 △202

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 
照明部門
（百万円）

光応用部門
（百万円）

その他部門
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 7,692 3,763 56 11,512 － 11,512

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 7,692 3,763 56 11,512 － 11,512

 営業利益　(△は営業損失) 62 135 △38 160 △444 △284

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 
照明部門
（百万円）

光応用部門
（百万円）

その他部門
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 25,227 18,405 594 44,227 － 44,227

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 25,227 18,405 594 44,227 － 44,227

 営業利益　(△は営業損失) △449 613 △0 163 △1,397△1,234

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 
照明部門
（百万円）

光応用部門
（百万円）

その他部門
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 21,541 11,333 185 33,060 － 33,060

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 21,541 11,333 185 33,060 － 33,060

 営業利益　(△は営業損失) △531 △119 △100 △751 △1,402△2,154
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　（注）１．事業区分の方法　　　　製品の種類別区分による。

　　　　２．各事業区分の主要製品　照明部門……………照明用高輝度放電灯、安定器、施設用照明器具・装置、白熱灯、その他

一般照明

光応用部門…………情報機器（道路情報装置、IT、電子部品等）、特殊用途用光源・

器具（映像用光源、水質浄化、殺菌、改質硬化、医療他）、電子線

照射装置（改質、滅菌他）

その他部門…………電機設備サービス、当社グループ向け代理業務サービス

３．会計方針の変更

　  前第３四半期連結累計期間

 　 （棚卸資産の評価に関する会計基準）

　第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）を適用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の「照

明部門」の営業損失は451百万円増加し、「光応用部門」の営業利益は150百万円減少している。

４．追加情報

　　前第３四半期連結累計期間

　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に固定資産の使用状況等を検討した結果、

第２四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場

合に比べ、当第３四半期連結累計期間の「照明部門」の営業損失は59百万円増加し、「光応用部門」の営業

利益は38百万円減少している。

 

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 12,7201,193 127 23 14,065 － 14,065

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
220 11 129 － 361 △361 －

 計 12,9411,204 257 23  14,426△361 14,065

営業利益 (△は営業損失) 87 74 10 1 174 △376 △202

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 10,399 999 94 18 11,512 － 11,512

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
186 8 99 － 295 △295 －

 計 10,5861,008 194 18  11,807△295 11,512

営業利益 (△は営業損失) 　　64 98 9 △1 171 △455 △284
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前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 40,2693,183 675 98 44,227 － 44,227

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
676 14 184 － 875 △875 －

 計 40,9453,198 860 98 45,102△875 44,227

営業利益 (△は営業損失) 58 135 69 △0 263 △1,497△1,234

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 29,8772,688 412 82 33,060 － 33,060

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
650 23 265 － 939 △939 －

 計 30,5272,711 678 82 33,999△939 33,060

営業利益 (△は営業損失) △778 95 25 2 △654 △1,499△2,154

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）北米……………アメリカ

(2）アジア…………中国、シンガポール

(3）ヨーロッパ……イギリス

３．会計方針の変更

　　前第３四半期連結累計期間

　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）を適用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の「日

本」の営業利益は602百万円減少している。

４．追加情報

　　前第３四半期連結累計期間

　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に固定資産の使用状況等を検討した結果、

第２四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場

合に比べ、当第３四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は98百万円減少している。
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

  北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,218 2,278 108 138 3,744

Ⅱ 連結売上高（百万円）     14,065

Ⅲ
連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
8.7 16.2 0.8 1.0 26.6

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

  北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,031 1,374 69 85 2,561

Ⅱ 連結売上高（百万円）     11,512

Ⅲ
連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
9.0 11.9 0.6 0.7 22.2

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

  北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,367 7,594 386 393 11,741

Ⅱ 連結売上高（百万円）     44,227

Ⅲ
連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
7.6 17.2 0.9 0.9 26.5

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

  北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,779 3,994 263 267 7,305

Ⅱ 連結売上高（百万円）     33,060

Ⅲ
連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
8.4 12.1 0.8 0.8 22.1

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）北米………………アメリカ

(2）アジア……………中国、シンガポール、台湾、韓国

(3）ヨーロッパ………イギリス

(4）その他の地域……オーストラリア

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

 

（有価証券関係）

  　　重要かつ著しい変動はない。

 

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため記載を省略している。　

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はない。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 259.51円 １株当たり純資産額 340.35円

２．１株当たり四半期純損失金額

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 21.47円 １株当たり四半期純損失金額 83.49円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していない。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していない。

　（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純損失（百万円） 1,593 6,195

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 1,593 6,195

期中平均株式数（千株） 74,215 74,203

　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 5.02円 １株当たり四半期純損失金額 54.62円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していない。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していない。

　（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純損失（百万円） 372 4,052

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 372 4,052

期中平均株式数（千株） 74,212 74,200

 

（重要な後発事象）

該当事項はない。

 

（リース取引関係）

重要かつ著しい変動はない。　

 

２【その他】

　該当事項はない。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月13日

岩崎電気株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩原　淳一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 麻生　和孝　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岩崎電気株式会社の

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、岩崎電気株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかった。

 追記情報

　１．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。 

　２．四半期連結貸借対照表関係の注記事項３．偶発債務に、損害賠償請求訴訟に関する記載がなされている。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管している。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月12日

岩崎電気株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩原　淳一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 麻生　和孝　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 江見　睦生　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岩崎電気株式会社の

平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、岩崎電気株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管している。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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